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開会　午前１０時００分
　　　　◎開会宣告
〇議長　北谷文夫君　おはようございます。ただいまから平成２１年第２回砂川市議会臨時会を開会いたします。



　　　　◎開議宣告
〇議長　北谷文夫君　本日の会議を開きます。

　　　　◎日程第１　会議録署名議員指名
〇議長　北谷文夫君　日程第１、会議録署名議員の指名を議題とします。
　会議録署名議員は、会議規則第７８条の規定により、尾崎静夫議員及び土田政己議員を指名します。
　本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

　　　　◎日程第２　会期の決定
〇議長　北谷文夫君　日程第２、会期の決定を議題とします。
　お諮りします。
　今臨時会の会期は、５月２５日の１日間にしたいと思います。ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
　ご異議なしと認め、会期は１日間と決定いたしました。

　　　　◎日程第３　報告第１号　専決処分の報告について
〇議長　北谷文夫君　日程第３、報告第１号　専決処分の報告についてを議題とします。
　提案者の説明を求めます。
　総務部長。
〇総務部長　善岡雅文君　（登壇）　報告第１号　専決処分の報告についてご説明をいたします。
　地方自治法第１８０条第１項の規定により議会において指定されている下記事項について、別紙のとおり専決処分
をいたしましたので、同条第２項の規定によりこれを報告するものであります。
　賠償する額の決定の専決と議会への報告でございます。内容につきましては、自動車事故に係る損害賠償金の支払
いについてであります。
　裏面をお開きいただきたいと存じます。専決処分でありますが、除雪作業車による自動車事故損害賠償金を下記の
とおり支払うものであります。
　事故発生年月日は、平成２１年３月２日月曜日午後１時４０分ころ。
　事故発生場所は、砂川市西２条南１０丁目でございます。
　相手方住所氏名、相手方車両名、当市の運転手は記載のとおりでございます。
　当市の車両名は、川崎ドーザ、札幌００は１９５４でございます。
　事故の概要は、相手方車両が西２条南１０丁目の自宅車庫を出る際、当方の除雪誘導員の指示に従って車庫から２
メートル程度出たところで停止していたところ、雪山除雪中の当方除雪作業車がバックする際、後方確認不十分のた
め相手方車両に衝突した事故でございます。
　過失割合は、当市車両が１０割、相手方車両がゼロ割で、示談年月日は平成２１年３月２７日であり、賠償金は３
６万２，１３４円であります。
　支払い先は、滝川市東町４丁目９４番地６、有限会社井上自動車ボデー及び砂川市空知太西１条５丁目１番９号、
株式会社トヨタレンタリース新札幌空知店であります。
　賠償金につきましては、北海道自動車共済協同組合から全額の３６万２，１３４円が補てんされるものでありま
す。
　以上、よろしくご審議をいただきますようお願いを申し上げます。
〇議長　北谷文夫君　これより質疑に入ります。
　質疑ありませんか。
　小黒弘議員。
〇小黒　弘議員　（登壇）　何点かの質疑をさせていただきたいと思います。
　平成２０年３月に車両センターが廃止になって、今まで直営でやっていた除排雪をこの砂川道路管理協同組合とい
うところに委託するというような形で、今シーズンここの委託が初めてだったと思うのです。私も注目していたとこ
ろで、起こってほしくない事故が起こってしまったというふうな思いなのですけれども、これは今の事故の概要説明
からしても最近の交通事故というのはまず１０・ゼロということはほとんどなくて、でも今回のは１０・ゼロという
ことなのですよね。概要を聞いても相当本当にあってはならないような状況の中で起こった事故のような気がするの
ですけれども、そもそも今回の事故はこのシステムというか、組織としての原因がそういうものなのか、あるいは全
く個人的なミスから起こったものなのか、事故の概要をもうちょっと詳細に話していただけるものがあるならばそこ
も含めてまずお伺いをしたいと思います。
〇議長　北谷文夫君　建設部技監。
〇建設部技監　金田芳一君　（登壇）　今回の事故に関しましては、所有しております重機が土木課ということで、
また組合のほうに委託を発注しております所管が土木課ということでございますので、私のほうからお答えをさせて
いただきます。
　まず、今回の事故でございますけれども、とまっている車にバックをした際に後方確認を怠りまして、それで衝突
したというようなことで、一方的なこちらのミスということでございます。それで、平成２０年度から組織機構の見
直しによりまして車両センターが廃止になりまして、所有しております重機、除雪作業なのですけれども、８台ある
のですけれども、これらを組合のほうに貸与して、さらなる効率的な除雪と、それとあわせまして経費の削減を考え
まして今回組合のほうに委託をしたわけでございます。今回の事故につきましては、あってはならない事故でござい
ますけれども、この除雪作業につきましては日ごろより安全第一というふうなことに考えてまいりましたが、今回の
事故を起こしたことに対しまして心よりおわびを申し上げたいと存じます。
　それで、日ごろより組合と除雪契約を結んでからオペレーター等々一堂に集めまして交通安全の講習を行いまし
て、指導を行っているわけでございますけれども、組合のほうでも独自に関係者を集めて、安全第一というふうなこ
とで担当者会議を設けている次第でございます。今回の事故は大変心よりおわびを申し上げますけれども、今後とも
この除雪作業に対しましては安全第一で指導をしてまいりたいというふうに考えてございますので、ご理解をお願い
したいと存じます。
〇議長　北谷文夫君　小黒弘議員。
〇小黒　弘議員　私の質問にほとんど答えられていないのですけれども、なぜシステム的な問題なのか、個人の問題
なのかとお伺いしたかというと、あってはならない種類が、本当にあってはならない状況だと思うのです。つまり除
雪誘導員はいて、しかもこの誘導員の人は車をとめた、当てられた車をとめていた、つまりすぐそばにいたわけで
す。それで、戦車みたいな除雪車がバックをした。とめていた、とまっていた車にぶつかってしまった。何でシステ
ム的なのか、個人の全く単純なミスなのかというふうに聞きたいかというと、この誘導員の人とこの運転手さんとの
意思疎通はどういうふうに図っているのかということなのですけれども、つまり下がってきたときにぶつかりそうな
のは誘導員の人は確実に見ているし、わかっているのだと思うのです。多分誘導員の人、危ない、危ないって思って
いたり、何かはしているのだろうと思うのですけれども、結果的にはぶつかっているので、誘導員の人は果たして、



いて何か役に立っているかというと、ほとんど立っていない状況ですよね。つまりそこがどういう形で起こっている
のかというのがきちっとわかっていかないと、今後も安全第一で指導していくといったって何を指導して二度とこう
いう事故が起こらないようにしようとしているのかが僕には今わからないので、そこをお伺いしたいと思うのです。
　それで、先ほど車両センターが廃止になって、今までは市の職員が何人か大型のこういう除雪機に乗ってやってい
たころは、多分僕は議員になってから記憶で、いろんな事故はありました、交通事故。ただ、こういう除雪車の大型
機械での事故というのはないのです、今まで。記憶にないのです。一度やったら、本当にさっき言ったのだけれど
も、戦車みたいな車ですから大変なことになるはずです。これをもう二度としてもらっては困るのですけれども、だ
からさっき言ったとおりに単純に運転手が何かをちゃんとしているのに後ろを振り向き、後方確認を怠って起こした
事故なのかどうなのかというところをもう一度お伺いします。
〇議長　北谷文夫君　建設部技監。
〇建設部技監　金田芳一君　今回の事故でございますけれども、誘導員は現場で４名から６名、その日の除雪作業に
よって人数は異なりますけれども、誘導員は必ずついてございます。先ほどの事故の件なのですけれども、運転手の
全くの後方の確認せずぶつかっていった経緯というふうなことでございます。またあと、誘導員にはそれぞれオペレ
ーターと連絡をとれるように無線機装置しているのですけれども、何らかの事情でその無線機が作動しなかったとい
うふうな事情もございます。議員ご指摘のとおり、こういった事故は絶対犯してはならないというふうに我々も認識
しておりますので、今後とも作業の安全徹底ということに対しまして指導を行ってまいりたいというふうに考えてお
りますので、ご理解をいただきたいと存じます。
〇議長　北谷文夫君　小黒弘議員。
〇小黒　弘議員　理解するしないという問題ではないのですけれども、つまりシステムとしては誘導員の人とオペレ
ーターというか、運転手さんとは意思の疎通は普通であれば図られるような仕組みにはなっている。ただ、これが何
らかの形で途絶えていたということなのですね。それであれば指導で何とかなりますね、今後。絶対的に意思の疎通
がなければ何人誘導員がいたって同じですよね。もうここのところだけはきちっとこれからやっていただきたいとい
うふうに思います。このたびの事故が車同士だったからまだいいのですけれども、これ軽自動車が見えていないとす
れば子供だったりとかなら絶対見えませんよね。とにかく、とにかく二度とこんなことは起こさないように、そして
民間に移ったからこんな事故が続くのだなんていうことにならないように、ぜひとも指導のほうをしっかりとやって
いただきたいと思います。
　以上です。
〇議長　北谷文夫君　他にございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
　これで質疑を終わります。
　以上で第１号の報告を終わります。

　　　　◎日程第４　議案第４号　砂川市職員諸給与条例の一部を改正する条例の制定に
　　　　　　　　　　　　　　　　ついて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　議案第２号　砂川市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に
　　　　　　　　　　　　　　　　関する条例の一部を改正する条例の制定について　　
　　　　　　　　　　議案第３号　砂川市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一
　　　　　　　　　　　　　　　　部を改正する条例の制定について　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　議案第１号　平成２１年度砂川市老人医療事業特別会計補正予算　
〇議長　北谷文夫君　日程第４、議案第４号　砂川市職員諸給与条例の一部を改正する条例の制定について、議案第
２号　砂川市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案
第３号　砂川市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第１号　平成
２１年度砂川市老人医療事業特別会計補正予算の４件を一括議題とします。
　各議案に対する提案者の説明を求めます。
　総務部長。
〇総務部長　善岡雅文君　（登壇）　それでは、私のほうから議案第４号、第２号、議案第３号についてご説明を申
し上げます。
　まず、議案第４号でございます。砂川市職員諸給与条例の一部を改正する条例の制定についてご説明をいたしま
す。
　改正の理由は、国家公務員の平成２１年６月期の期末手当及び勤勉手当に関する特例措置に準じ、本市職員の平成
２１年６月期の期末手当及び勤勉手当に関する特例措置を実施するため、本条例の一部を改正しようとするものであ
ります。
　改正内容につきましては、新旧対照表により説明を申し上げますので、３ページをお開きいただきたいと存じま
す。左が現行、右が改正後となっております。
　附則第７項を加えるもので、平成２１年６月に支給する期末手当及び勤勉手当に関し、職員の期末手当について規
定した第３３条第１項中１００分の１４０とあるのは１００分の１２５とし、再任用職員の期末手当について規定し
た同条第２項中１００分の７５とあるのは１００分の７０とし、職員の勤勉手当について規定した第３６条第１項中
１００分の７５とあるのは１００分の７０とし、再任用職員の手当について規定した同条第２項中１００分の３５と
あるのは１００分の３０とするものであります。
　附則として、この条例は、平成２１年６月１日から施行するものであります。
　続きまして、議案第２号　砂川市市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条
例の制定についてご説明いたします。
　改正の理由は、国家公務員の平成２１年６月期の期末手当に関する特例措置に準じ、本市議会議員の平成２１年６
月期の期末手当に関する特例措置を実施するため、本条例の一部を改正しようとするものであります。
　改正内容につきましては、新旧対照表により説明を申し上げますので、３ページをお開きいただきたいと存じま
す。左が現行、右が改正後となっております。
　附則に第６項を加えるもので、第５条第２項の規定にかかわらず、平成２１年６月に支給する期末手当に限り、同
項の表中「１００分の２１５」とあるのは「１００分の１９５」と、「１００分の１０８」とあるのは「１００分の
９８」と、「１００分の５６」とあるのは「１００分の５１」とするものであります。
　附則として、この条例は、平成２１年６月１日から施行するものであります。
　続きまして、議案第３号　砂川市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について
ご説明を申し上げます。
　改正の理由は、国家公務員の平成２１年６月期の期末手当に関する特例措置に準じ、市長及び副市長の平成２１年
６月期の期末手当に関する特例措置を実施するため、本条例の一部を改正しようとするものであります。
　改正内容につきましては、新旧対照表により説明を申し上げますので、３ページをお開きいただきたいと存じま
す。左が現行、右が改正後となっております。
　附則に第１７項を加えるもので、第４条第２項の規定にかかわらず、平成２１年６月に支給する期末手当に限り、
同項中「１００分の２１５」とあるのは、「１００分の１９５」とするものであります。



　附則として、この条例は、平成２１年６月１日から施行するものであります。
　なお、教育委員会教育長の期末手当につきましては、教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第４条
において本条例第４条の規定を準用するものと規定されているところであります。
　以上、よろしくご審議いただきますようお願いを申し上げます。
〇議長　北谷文夫君　市民部長。
〇市民部長  井上克也君  （登壇）　議案第１号　平成２１年度砂川市老人医療事業特別会計補正予算についてご説
明申し上げます。
　今回の補正は、第１号となります。
　第１条は歳入歳出予算の補正であり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５５５万５，０００円を追加し、歳
入歳出予算の総額をそれぞれ７２６万１，０００円とするものであります。
　それでは、歳出からご説明申し上げます。１２ページをお開き願います。４款諸支出金、１項１目過年度過誤納還
付金で４０万４，０００円の補正は、医療費交付金等精算返還金であり、平成２０年度に概算交付された支払基金医
療費交付金、支払基金審査支払手数料交付金について医療費及び審査支払手数料の確定に伴い過大交付となりました
ので、医療費交付金で３８万８，０００円、審査支払手数料交付金で１万６，０００円をそれぞれ過年度過誤納還付
金として返還するものであります。
　１４ページをお開き願います。５款前年度繰り上げ充用金、１項１目前年度繰り上げ充用金で５１５万１，０００
円の補正は、平成２０年度で医療費の支払いに充てるべく概算交付されていた国庫支出金及び道支出金が医療費の確
定に伴い過少交付となり、これにより生じた平成２０年度の歳入の不足額を平成２１年度の歳入を繰り上げて充てる
ものであります。
　歳入につきましては、５ページ、総括でご説明させていただきます。２款国庫支出金４９５万５，０００円及び３
款道支出金６０万円の補正は、平成２０年度で過少交付となりました国庫支出金及び道支出金が過年度分として交付
されるものであります。
　以上、よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。
〇議長　北谷文夫君　以上で各議案の提案説明を終わります。
　これより議案第４号、第２号及び第３号の一括質疑に入ります。
　質疑ありませんか。
　飯澤明彦議員。
〇飯澤明彦議員　（登壇）　議案第４号　砂川市職員給与条例の一部を改正する条例の制定について何点か伺いま
す。
　まず、１つ目として、人事院の臨時勧告に対する見解等であります。今回の人事院の臨時勧告は、人事院が極めて
異例の特別調査を実施した上で行われたものでありますが、いまだ支給されていない夏季一時金の調査であることや
約２，７００社のうちわずか３４０社の調査結果をもとにしていることなど、調査の正確性や信頼性に疑問を感じる
ところであります。そこで、今回の臨時勧告に対する見解と臨時勧告を準拠する理由について伺います。
　２点目でありますけれども、地域経済への影響についてであります。今回の臨時勧告は、いまだ確定していない中
小、地場企業の一時金に大きな影響を与えることになり、公務員の給与が下がれば民間企業の賃金引き下げが進むと
いう悪循環に陥ると考えられます。かつてない不況に苦しんでいる地域経済、市民の消費マインドを一層冷え込ませ
ることが危惧されますが、地域経済への影響について伺います。
〇議長　北谷文夫君　総務部長。
〇総務部長　善岡雅文君　（登壇）　それでは、人事院の臨時勧告に対する見解並びに地域経済への影響についてご
答弁を申し上げます。
　まず、人事院の臨時勧告に対する見解等についてでございます。今回の臨時勧告に対する見解と臨時勧告を準拠す
る理由についてでございますが、国家公務員の期末手当、勤勉手当は、例年５月から行う職種別民間給与実態調査に
おいて前年の８月からその年の４月までの１年間に支払われたボーナスの実績を把握し、支給割合に換算した上で国
家公務員の期末手当、勤勉手当の年間支給額と支給月数と合わせることとしてきておりますが、昨年来の世界的な金
融危機を発端とした景気の悪化に伴い、公表されている民間労使の資料によると過去２０年以上にわたって見られな
いほどの大幅な前年比マイナスとなることがうかがえるため、人事院では５月から行う職種別民間給与実態調査とは
別に特別調査を実施したところであります。今回の特別調査結果につきましては、議員ご指摘のとおり、短期間のう
ちに通常の職種別民間給与実態調査とは異なる抽出方法を用い、支給実績ではなく支給額の伸び率の把握を実施調査
ではなく通信調査で行ったものであることや決定済み企業の従業員数が全体の２０％にとどまっており、かつ前年比
マイナス幅が大きくなっている製造業従業員のウエートが高いため、直ちに全産業を代表するものとは言いにくいも
のであること、さらには従業員割合で約８割の企業において夏季一時金が未定となっていることなどから、夏季一時
金の全体状況を正確に把握することができないといったことを勧告書の中で触れられており、これらの点を留意しつ
つも可能な限り民間の状況を公務に反映することが望ましいこと、また１２月期の期末手当、勤勉手当で１年間を精
算しようとすると大きな減額となる可能性があることを考えた上で、暫定的な措置として凍結する旨の臨時勧告を５
月１日に行ったところであります。砂川市といたしましては、今回の臨時勧告については昭和４９年のオイルショッ
ク時における物価上昇に伴い行われた増額勧告同様、地方公務員法第１４条の情勢適用の原則に基づく措置として妥
当なものであると考えているところであります。
　また、臨時勧告を準拠する理由につきましては、本市のように人事委員会の設置を義務づけられていない地方公共
団体におきましては、官民較差を正確に反映させる人事院勧告を準拠することが合理的であり、また公正な給与制度
となるものと考えることから、これまでも職員の給与改定を行ってきているところでございますので、ご理解を賜り
たいと存じます。
　次に、地域経済の影響でございます。職員の期末手当及び勤勉手当を国家公務員の給与改定に準じて０．２カ月分
凍結する特例措置を実施することによる手当削減の影響額は、市職員及び病院職員を合わせて約５，１３２万８，０
００円であります。また、昨年度から実施している期末手当及び勤勉手当の独自削減の影響額を加えると約８，００
０万円となるものであります。昨年来の世界的な金融危機に端を発した急速な景気の悪化は、地方経済にも深刻な影
響を与えており、地方公務員の給与削減がさらに地域経済に与える影響は大きいものと考えているところでございま
す。しかし、人事院勧告は、人事院が国家公務員の基本給や各種手当などの改定を内閣と国会に勧告する制度であ
り、公務員が団体交渉権や争議権制約を受けているために代替措置として設けられているものであります。砂川市
は、従来より人事院勧告の尊重が基本であり、今回の勧告が民間企業における本年の夏季一時金が昨年の夏季一時金
に比べ大きく減少することがうかがわれることから可能な限り民間の状況を反映することが望ましいこと、また１２
月期の特別給で１年間を精算しようとすると大きな減額となる可能性があることを考え臨時の勧告がなされたことか
ら、この趣旨を踏まえ、改正を行うものでありますので、ご理解を賜りたいと存じます。
〇議長　北谷文夫君　飯澤明彦議員。
〇飯澤明彦議員　ただいま答弁いただきました。それで、再度質疑をさせていただきたいと思います。
　人勧の見解等についてですが、人事院は例年答弁にありましたように過去１年間の民間給与の実績をもとに官民給
与の均衡を図り、必要があれば改定の勧告を実施してきました。今回の臨時勧告におけるマイナス勧告は、異例の、
異例中の異例というふうに考えます。人事院勧告は、国家公務員に対してのものでありますが、独自で人事委員会を
持たない地方公務員も準拠しているこのこと自体を過去にさかのぼって否定するものではありません。しかしなが



ら、国の財政状況が悪くなろうが、幾ら国債残高が増加しようが、独自削減がない国家公務員と財政悪化や行財政改
革で独自削減を実施しているこの地方公務員とを全く同列に考えることにはいささか疑問を抱かざるを得ません。こ
の点について市長の考えを伺いたいというふうに思います。
　また、地域経済への影響ですけれども、今回の臨時勧告は地元経済にも大きな影響があるというふうにの答弁もご
ざいました。また、市職員にとっては総額で約８，０００万円のこれは独自削減と臨時勧告による一時金の凍結です
けれども、これにより現在の生活設計の変更を余儀なくされたり、また将来的な生活設計にも大きな影響を及ぼすと
考えております。例えば住宅を建てて、公務員であれば現在の給料が確保されると、そんなところからそれを前提に
住宅ローン組んでいる職員、また子供が高校、大学等の仕送りで教育費の負担が増大して、この負担をぎりぎりでし
のいでいる職員等は、それぞれの職員、手当を当てにした計画、生活設計を立てております。それぞれの職員が生活
費を切り詰めている状況にあり、今回の削減はダブルパンチどころではないというふうに声も出ているところであり
ます。このことを含めましても地域経済に悪影響を与えることは必至であると、そんなように考えています。ここ数
年の職員の給与ですとか、また人員の削減を踏まえて、市長の職員に対する思いや今回の一時金削減分も含め、今後
も市職員の賃金、労働条件に関することは労使で十分な協議が必要であると思います。市長の考えをお伺いいたしま
す。
〇議長　北谷文夫君　総務部長。
〇総務部長　善岡雅文君　人事院、人勧の見解と、それから地域の経済の影響についての再質問でございますので、
私のほうからご答弁をさせていただきたいというふうに思います。
　平成１８年ですか、人事院勧告が出されまして、従来と違いまして地域給与制度というのが導入されました。これ
は、地域の民間の状況に合わせて給与が決定されてくるということで、北海道においてはそれらの地域経済に合わせ
た中で低いところで決定されてきているという状況がございます。一方、地方分権の流れの中で、地域のことは地域
で決定をしていくという流れもあわせて行われてきているという状況にございまして、これらの経過から見ると従来
の人事院勧告の考え方、いわゆる地方公務員については全国一律の給与制度になっていないという状況は確かに起き
てきているところでございます。
　また、地方分権の中で三位一体改革、この中では地方交付税、それから補助金ですか、大きく削減されましたけれ
ども、これに見合うほどの税源移譲は残念ながらされてこなかったという経過がございまして、地方六団体は当時は
地方共同税ですか、というもっと安定的な財源を地方に回していただかないとなかなか地域の中ではやっていけない
のだという要望を国に対して行ってきてございまして、今日でも強く国のほうにその要望は行ってきているという状
況にはございます。しかし、今回の民間の状況を見ますとかなり厳しい状況に民間は置かれているということから、
今回の削減につきましても人事院勧告を準拠せざるを得ないというふうに考えているところでございます。職員につ
きましては、それぞれ生活設計ができてございまして、住宅ローンなり、大学の仕送り等大変厳しい状況にあるとい
うのは重々承知をしておりますけれども、何とか民間のこの状況の中では職員も一丸となってこの難局を乗り切って
いきたいというふうに考えているところでございます。今後も砂川市の財政状況を見ながら、従前同様労働団体と十
分協議をしながら交渉を進めてまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解を賜りたいというふうに存じま
す。
〇議長　北谷文夫君　飯澤明彦議員。
〇飯澤明彦議員　最後になります。最近公務員にも民間企業にも言えることだと思いますけれども、近年労働者の給
与はコスト主義に走り過ぎているのかなというふうに思っております。経営が苦しくなれば労働者の賃金を下げる、
首を切る、それが当たり前、そんなようになっているようにも感じます。労働そのものをすべてコストのみではかっ
てしまうと、働くことに対する意欲、やりがい、それが生まれないというふうに考えます。労働者がやりがいを持っ
て働き、堂々と対価として給与をもらう、そして家族や地域での生活を大切にするという社会にならなければと考え
ます。また、今回の勧告は国の景気浮揚対策のツケである財源を、赤字国債等の償還の財源を合法的に公務員給与を
削減して捻出したようにも映っております。さらに、この勧告は地方交付税の減額にまでも影響するというふうに考
えます。地方財政の締めつけがさらに進んで、本当に地方自治体これから大変になるのかなというふうな危惧もされ
ているところです。市長は、この厳しい財政状況の中、砂川市の運営者として難しい行財政運営を行ってきており、
いろいろな葛藤やご苦労があるかと思いますけれども、今後も市職員を含めてこうした労働情勢を考慮しながら市政
を運営していただきたいと思います。
　以上です。
〇議長　北谷文夫君　市長。
〇市長　菊谷勝利君　（登壇）　今飯澤議員さんからご質問があり、総務部長が答弁をしたのでありますけれども、
労使双方長年の慣行がありまして、人事院勧告については双方でいわばそれにこたえるような慣行をなされ、尊重す
るような慣行になっているものでありますから、今おっしゃっているのは削減に対する問題を指摘されておりますけ
れども、私も人事院勧告で当然給与の改定についても尊重してきているわけでありまして、いい面と悪い面は両方双
方では確認し合っているわけです。ただ、この人事院勧告は総務部長が答弁されているように労働三権のかわりに人
事院勧告があると。それをもとにして、国家公務員に対することであるけれども、我々もそれを尊重するというのが
長年の慣行であるわけであります。ただ、逆に言うと人事院に先駆けて給与改定で皆さん方にご協力いただいて実は
引き下げをしているということであるわけですから、飯澤議員さんおっしゃるように二重に引き下げをしているでは
ないかということもあると思うのでありますが、確かにそのとおりでありますけれども、この地公法で言っているの
は給与は近郊の市町村といわば均衡を失しないように、こういうことが原則になっているわけです。したがって、今
の状況を見ますと必ずしもこの砂川市だけが給与の削減をとっていない、他市との均衡からしてうちも当然財政状況
からして削減をせざるを得ないということで労使の交渉の結果実は決めておるわけです。したがって、今回の人事院
勧告をどうするのかということについても当然労使の交渉の結果、今日になっているということでありますので、ご
理解いただきたいと思うのです。
　ただ、私も長い間労働運動しておりましたので、決して労働者に要はすべてしわ寄せをするというつもりはないと
いうことであります。ただ、組合にお願いしたのは、今まさに市民の皆さんが歯を食いしばって生活を耐える頑張り
をしているのに市職員はそれにどう対応するのか、迎えるのかということは大変重要なことではないだろうかなと。
そういう意味で、なかなか難しい問題だけれども、組合の執行部とのお話し合いの中に職員の定数の問題、給与関
係、あるいは身分の問題等を労使慣行の中によい慣行で今日まできていると思うのであります。したがって、私はこ
ういう状況が脱皮することによっては必ずまた職員に対する還元というものはくるときがあるというふうに思ってい
ますし、今後とも労使のよい慣行を守りながら、労使交渉を進めていきたいというようなことでございます。ただ、
今まさに景気が冷え切っている中で、職員の給与等の引き下げは景気に大きく砂川市も影響があるものだというよう
に思っているわけでありまして、早い機会にこの景気の回復をということを願っているところであります。
〇議長　北谷文夫君　一ノ瀬弘昭議員。
〇一ノ瀬弘昭議員　（登壇）　それでは、質疑をさせていただきたいと思います。
　本来であれば議案第４号、２号、３号と別々にお伺いすればよろしいのかもしれませんが、時間の関係、または一
括総括質疑ということでまとめたような形でお伺いしたいなというふうに思っております。今ほど飯澤議員の質疑に
よりまして、議案第４号の部分のいわゆる市の職員、病院の方、これらの方々の影響額ということで５，１３２万
８，０００円でしたか、影響があるのだよということで答弁があったところであります。実は、私がお伺いしたいの
は、冒頭にも言いましたように個々別々にお伺いするよりもまとめてお伺いしたいと思うのですが、４号、２号、３



号、いわゆる議員と特別職も含んだ影響額ではどのぐらいの金額になるのかということで、その影響額をお伺いして
おきたいなというふうに思っています。
　それから、今回は異例の人事院の臨時勧告ということで、こういったような形になってきたわけなのですけれど
も、民間企業が景気の動向、それらに加えて不景気のあおりを受けて、その状況に合わせる形で今回０．２カ月の
我々のいわゆる公務員のという形になっているのですが、飯澤議員のご指摘にもありましたように逆パターンという
のですか、民間企業より早い時期なわけですから、いわゆる公務員が引き下がったから民間もではそれに便乗して下
げるというようなことは本当にあるのだと思うのです。これまでもそういうような指摘はされてきたわけなのですけ
れども、いずれにせよこの地域経済というものが上向いていかないとなかなかこういうのも改善されていかないのか
なという、これが実態だと思うのですけれども、であればこの１点目にお伺いする影響額、これをいかに有効に使い
道を考えていければ本当はいいのだと思うのです、私としては。ですから、例えば今回の国がいわゆる行った定額給
付金のような、そういったようなものではなくて、いわゆる市民の全体規模で何か地域経済の底上げ、こういったも
のが図られるような施策がこのときに打ち出せないのかなというふうに思っています。私が今表現としてですよ、表
現としてあえて民間企業ということを使わないで市民というふうに使ったのは、市の職員であっても私であってもこ
れ市民なわけですから、このすべての市民が恩恵を受けれるような何かいい施策がないかな、それを早急にではない
にしても早い時期に検討していけれないのかなと。いろんなことがあるのだと思うのです。住宅関係もそうかもしれ
ませんし、あるいは金融関係の何か施策とかいろいろあるのかと思うのですけれども、そういうことを今後検討して
いく、研究していく、模索していく、そういったお考えについて２点お伺いして、１回目といたします。
　以上です。
〇議長　北谷文夫君　総務部長。
〇総務部長　善岡雅文君　（登壇）　まず、議案２号、３号、４号のそれぞれの影響額でございます。まず、総体で
５，０００万ほどと申し上げましたけれども、特別職で、内訳をいきますと特別職で独自削減から臨時勧告によって
落ちる額でございますけれども、特別職で４５万７，０００円ほどとなります。それから、病院の職員で見ますと
４，５００万ほどの影響額となるものでございます。それから、議員の関係でございますけれども、議員につきまし
ては１０４万８，０００円ほどの影響額が出てきます。それから、一般職、市の職員のほうになりますけれども、
１，３５５万７，０００円ほどの影響が出てくると試算をしているところでございます。
　続きまして、今回のこの影響額でございます。これに基づいて何かその浮いた分については市民全体の施策の中に
使えないのかというご質問でございます。今年度の影響額につきましては、これを含めると年間トータルで、まだ確
定はしてございませんけれども、本勧告ではさらに落ちるだろうということで、民間の調査では最低０．６月ぐらい
は期末手当が削減されるのでないかという話もございますし、また本勧告の中では直接給与も落ちるのではないかと
いう報道もされてございます。それらの影響額全体見ますと、どういう状況になるかというのはまだ正式に計算はで
きないわけでございますけれども、それらの職員の人勧に落ちる分ですから、それをほかのほうというのは簡単では
ございませんけれども、年間の歳入歳出トータルではそれらの影響というのは繰越金の中で出てくるだろうと。それ
らについては、次年度の政策の中でそれぞれどう対応していくかというのは今後査定も含めて来年の予算のあり方に
かかわってきますので、今後内部で十分詰めていきたいというふうに考えているところでございます。
〇議長　北谷文夫君　一ノ瀬弘昭議員。
〇一ノ瀬弘昭議員　ご答弁いただきまして、今回は０．２カ月ということなのですけれども、本勧告ではそうではな
いと、もっと出てくるのだろうということで、これを考えると数億単位ということになるのだと思うのです。そうい
った部分をどう振り向けていこうかという部分につきましては、今部長のほうから今後来年度予算に向けてそういっ
た施策等々も考えていきたいというふうに、というご答弁だったと私は受けとめたのですけれども、そうであれば十
分に内部で協議していただいて、市民全体が恩恵を受けれるようなといいますか、そういったような形で一刻も早く
この地域経済を底上げしていくということが望まれるわけなので、そういったことにご尽力いただきたいなというこ
とを……違うのですか、そうですか。私はそう思ったのですけれども、何か違うようなので、私がちょっと誤解して
いたのかな。ちょっと私が誤解していたみたいなので、ご答弁をお願いしたいかなというふうに思っていますけれど
も。
〇議長　北谷文夫君　総務部長。
〇総務部長　善岡雅文君　ちょっと説明が足りなかったかと存じますけれども、今地方自治体が置かれている状況と
いうのは非常に厳しいものがございますし、今後病院の建設も順調に進んでいくとそれらの借り入れも多額になると
いうこと総体を全部勘案しなければ、しながらやっていかなければならないというのが行政運営でございまして、こ
こで浮いたから、その分を新たにまた新たな事業をつくって、そこにそれをつぎ込んでいくというのが果たしていい
のかどうかと。いわゆる３月議会でも申し上げたのですけれども、今の景気浮揚策というのは４０兆円ぐらいの赤字
国債を発行してございまして、そのツケは早晩２３年ぐらいから間違いなく出てくるだろうというふうに読んでござ
います。それらの目先の浮いた金のすぐ使うんだという考えではなくて、ある程度の、１０年先はとても見ることは
できませんけれども、３年、５年先を見越した中で財政運営をしていかなければならないというふうに考えてござい
ますので、今回浮いた分は新たなわざわざ事業を使ってそこに出すのだという考えではございませんので、その辺は
十分ご理解を願いたいというふうに思います。
〇議長　北谷文夫君　一ノ瀬弘昭議員。
〇一ノ瀬弘昭議員　ご答弁をお聞きしまして、私かなり誤解をしていたのかなというふうに思っています。いずれに
しても、確かにそうかもしれません。ここで浮いたから使ってしまうということにつきましては、やはりあぶく銭と
いうわけではないですけれども、そうもなってきてもまた困るなというのは確かにあります。だけれども、今回のこ
の人勧の関係、臨時ですけれども、こういうものもやはり地域経済がいわゆる下火になってきているというのか、よ
くないから、こういうふうになってきているわけだから、私はいわゆる景気であったり、その地域経済であったりと
いうものを底上げしていくことが必要だなというふうに思いますけれども、現時点ではそういったようなお考えに、
これは仕方ないのかなというふうに思っています。ですけれども、もし何か機会があれば来年度予算にでも何か少し
でも市民全体のという形にもし取り組めることがあればまたそのとき検討していただきたいなというふうに思ってい
ます。今回につきましてはこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。
〇議長　北谷文夫君　他にございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
　これで議案第４号、第２号及び第３号の質疑を終わります。
　続いて、議案第４号の討論に入ります。
　討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
　討論なしと認め、これで討論を終わります。
　これより、議案第４号を採決します。
　本案を、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
　ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。
　続いて、議案第２号の討論に入ります。
　討論はありませんか。



〔「なし」と呼ぶ者あり〕
　討論なしと認め、これで討論を終わります。
　これより、議案第２号を採決します。
　本案を、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
　ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。
　続いて、議案第３号の討論に入ります。
　討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
　討論なしと認め、これで討論を終わります。
　これより、議案第３号を採決します。
　本案を、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
　ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。
　続いて、議案第１号の質疑に入ります。
　質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
　これで質疑を終わります。
　続いて、議案第１号の討論に入ります。
　討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
　討論なしと認め、これで討論は終わります。
　これより、議案第１号を採決します。
　本案を、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
　ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。

　　　　◎閉会宣告
〇議長　北谷文夫君　以上で日程のすべてを終了しました。
　これで平成２１年第２回砂川市議会臨時会を閉会いたします。

�閉会　午前１０時５７分
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